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南陽市建設課 



 

○南陽市公共工事に係る入札参加者の格付け及び発注標準等に関する要綱 

平成１８年３月２９日 

告示第４５号 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、本市が発注する建設工事（建設業法（昭和２４年法律第１００号）

第２条第１項に規定する建設工事をいう。以下同じ。）に係る入札の公正かつ適正な執

行を期するため、入札参加者の格付け及び発注標準等の公表に関し、必要な事項を定め

るものとする。 

（格付け及び公表する建設工事の種類） 

第２条 格付け及び発注標準等の公表は、次の建設工事について行うものとする。 

(1) 土木一式工事 

(2) 建築一式工事 

(3) 舗装工事 

(4) 水道施設工事 

（格付けの方法） 

第３条 市長は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）、同法施行令（昭和２２年政令

第１６号）及び南陽市財務規則（平成１２年規則第８号）の規定により、建設工事入札

参加登録申請書を提出した者について、建設業法第２７条の２９第１項に規定する総合

評定値（以下「総合評定値」という。）により格付けを行うものとする。 

２ 本市の区域内に本店、支店又は営業所を有する者にあつては、総合評定値に別表第１

に掲げる発注者別評価点を加算して得た値（以下「総合点数」という。）で行うものと

する。 

３ 発注者別評価点は、必要に応じて見直しを行い、見直しの結果により、格付けを変更

できるものとする。 

（格付の基準） 

第４条 格付けの基準は、別表第２に定めるところによるものとする。 

（発注標準及び指名基準） 

第５条 建設工事の発注標準及び指名基準は、別表第３に定めるとおりとする。 

（格付け及び発注標準等の公表） 

第６条 市長は、第３条及び前条の規定により入札参加者の格付け及び発注標準等を定め

たときは、閲覧に供するものとする。 



 

（閲覧の申請） 

第７条 閲覧しようとする者は、閲覧者名簿に必要事項を記載しなければならない。 

（閲覧の場所及び時間） 

第８条 閲覧の場所は、建設課とする。 

２ 閲覧の時間は、執務時間内とする。 

（格付けの有効期間） 

第９条 格付けの有効期間は、次回の審査結果が適用されるまでの間は、引き続きその効

力を有するものとする。 

（その他） 

第１０条 この要綱に定めのない事項及びこれにより難い事項については、市長が別に定

める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成１８年４月１日から施行する。 

（南陽市公共工事に係る発注標準等の公表に関する要綱等の廃止） 

２ 次に掲げる要綱は、廃止する。 

(1) 南陽市公共工事に係る発注標準等の公表に関する要綱（平成６年告示第５０号） 

(2) 南陽市公共工事に係る入札参加登録業者格付の公表に関する要綱（平成６年告示第

５１号） 

附 則（平成１９年３月２３日告示第２７号） 

この規程は、平成１９年４月１日から施行する。 

附 則（平成２０年３月２８日告示第３７号） 

この要綱は、平成２０年４月１日から施行する。 

附 則（平成２１年１２月２８日告示第１０４号） 

この要綱は、平成２２年２月１日から施行する。 

附 則（平成２２年３月３０日告示第２９号） 

この要綱は、平成２２年４月１日から施行する。 

附 則（平成２４年３月３０日告示第３０号） 

この要綱は、平成２４年４月１日から施行する。 

附 則（平成２６年３月８日告示第１５号） 

この要綱は、平成２６年４月１日から施行する。 



 

附 則（平成２７年１１月１３日告示第１３３号） 

この要綱は、平成２７年１２月１日から施行する。 

附 則（平成２８年３月２９日告示第４５号） 

この要綱は、平成２８年４月１日から施行する。 

附 則（平成２９年１０月２４日告示第１３９号） 

この要綱は、平成３０年４月１日から施行する。 

附 則（令和８年３月１１日告示第１４号） 

この要綱は、令和８年４月１日から施行する。 

 

別表第１ 

発注者別評価点 

１ 申請書が提出された日の属する前年度及び前々年度に南陽市建設工事等検査規程（平

成２０年訓令第４号）第２条第２項に規定する完成検査が終了した本市発注工事の同規

程第８条第１項に規定する工事成績の評定による数値 

工事成績の評定 数値 

７８点以上である工事１件につき １０点 

７５点以上７８点未満である工事１件につき ５点 

２ 申請書が提出された年の１月末日までの２年間に指名停止を受けたことによる数値 

指名停止の状況 数値 

南陽市工事請負業者指名停止要綱（昭和６３年告示第１１号）第１条に規定す

る指名停止の期間（この期間に１月未満の端数があるときは、これを１月とし

て切り上げた期間）１月につき 

－１０点 

３ 子育て支援として育児休業制度を規定していることによる数値 

内容（申請書が提出された年の１月末日において、次の条件を満たしているこ

と。） 

数値 

常時雇用労働者数が

１０１人以上 

次世代育成支援対策推進法（平成１５年法律第１２０号）

で義務付けされている「一般事業主行動計画」を策定し

届出を行い、かつ、就業規則において育児休業制度を規

定している。 

５点 

常時雇用労働者数が

１００人以下 

次世代育成支援対策推進法で義務付けされている「一般

事業主行動計画」を策定し届出を行い、又は、就業規則

５点 



 

において育児休業制度を規定している。 

４ 子育て支援として育児休業を取得していることによる数値 

内容 数値 

申請書が提出された年の１月末日までの２年間に、１月以上の育児休業を取得

した職員（男女を問わない。）が、申請書が提出された年の１月末日において

在籍している。 

１人につ

き 

５ 南陽市消防団への協力事業所としての数値 

内容 数値 

申請書が提出された年の１月末日において、南陽市消防団協力事業所の認定を

受けている又は申請をしている。 

５点 

６ 新規学卒者を雇用していることによる数値 

内容 数値 

申請書が提出された年の１月末日までの２年間に卒業した新規学卒者を採用

し、申請書が提出された年の１月末日において常時雇用している。 

１人につき

５点（上限

１０点） 

７ 除雪組合に加入していることによる数値 

内容 数値 

申請書が提出された年の１月末日において、南陽市除雪組合に加入している。５点 

８ 災害協定を締結していることによる数値 

内容 数値 

申請書が提出された年の１月末日において、南陽市と災害時における援助協定

を締結している。（団体にあっては、申請書が提出された年の１月末日におい

て、それに所属している。） 

５点 

９ 協力雇用主として登録していることによる数値 

内容 数値 

申請書が提出された年の１月末日において、協力雇用主として保護観察所に登

録している。 

５点 

１０ ボランティア活動をしていることによる数値 

内容 数値 

申請書が提出された年の１月末日までの２年間において、企業として、南陽市

内におけるボランティア活動を行った実績がある。ただし、評価とするボラン

１回につき

５点（上限



 

ティア活動は、①清掃・美化 ②除草・剪定・間伐 ③植栽・植樹 ④除排雪

のいずれかとする。 

１０点） 

別表第２ 

格付けの基準 

  等級 A B C 

土木一式工事 総合評定値又は

総合点数 

８００点以上 ８００点未満６

５０点以上 

６５０点未満 

建築一式工事 総合評定値又は

総合点数 

７５０点以上 ７５０点未満   

舗装工事 総合評定値又は

総合点数 

７５０点以上 ７５０点未満 

６００点以上 

６００点未満 

水道施設工事 総合評定値又は

総合点数 

６５０点以上 ６５０点未満   

備考 

１ 営業開始後２年を経過しない者は、原則として最下等級に格付けするものとする。 

２ 中小企業等協同組合法（昭和２４年法律第１８１号）の規定に基づき、山形県知

事の設立認可を受けた建設業関係事業協同組合については、原則として構成員のう

ち最高の評点者の格付けをもつて格付けするものとする。 

別表第３ 

建設工事発注標準及び指名基準 

第１ 設計金額に対する入札参加指名格付けについて次表を基準とする。 

土木一式工事 設計金額 ２，５００万円以

上 

２，５００万円未

満 

５００万円以上 

５００万円未満 

指名格付 A、B A、B、C B、C 

建築一式工事 設計金額 ５，０００万円以

上 

５，０００万円未

満 

１，０００万円以

上 

１，０００万円未

満 

指名格付 A、B A、B A、B 

舗装工事 設計金額 ８００万円以上 ８００万円未満 ３００万円未満 



 

３００万円以上 

指名格付 A、B A、B、C B、C 

水道施設工事 設計金額 １，０００万円以

上 

１，０００万円未

満 

  

指名格付 A、B A、B   

備考 

１ 工事施工にあたり専門的技術を要する工事で格付等級業者からの選定が困難な場

合には、直近上位または直近下位に格付けされた業者から指名選定できるものとす

る。この場合、指名選定の範囲は次のとおりとする。 

(1) 過去の経歴からみて工事成績の優れているもの 

(2) 特殊な技術を要する工事の施工について、特に技術的適格性を有するもの 

(3) その他特に必要と認められる具体的事由のあるもの 

２ 災害の復旧など緊急に完成を要する場合等は、前項の規定にかかわらず選定でき

るものとする。 

３ 大規模工事に密接に関連のある小規模工事、又は大規模建築工事の施設について

後年度において補修・部分改造を行う場合等で、当該大規模工事施工者に施工させ

ることが有利と認められる場合には、格付け別選定基準を超えて選定することがで

きる。 

第２ 協同組合・企業組合及び協業組合（以下「協同組合等」という。）又は共同企業体

を選定した場合には、その当該団体の組合員又は構成員となつている業者を同時に選定

してはならない。また、同一業者が加入している協同組合等及び共同企業体を同時に選

定してはならないものとする。 

 



Ｒ８・９年度（市内） （五十音順）

土木 建築 舗装 水道

23 青木建築設計事務所 山形県南陽市宮内５９０番地の３ ＊

9 有限会社アカユ電工 山形県南陽市鍋田１８９２番地の８ ＊

60 赤湯プロパン株式会社 山形県南陽市三間通６番地の２ ＊ Ｃ Ｂ

43 株式会社アスヲ 山形県南陽市島貫１６７番地の６ ＊ Ｃ Ｂ

48 安達工業 山形県南陽市椚塚１４５番地 ＊ Ｃ Ｂ Ａ

4 株式会社阿部組 山形県南陽市宮内２５９９番地 ＊ Ｂ Ｂ Ａ

34 安部建設株式会社 山形県南陽市宮内５９９番地の２ ＊ Ａ Ａ Ａ

6 株式会社石川工務店 山形県南陽市長岡５６２番地の１ ＊ Ａ Ａ Ａ Ａ

15 株式会社イトウ 山形県南陽市元中山２２３１番地の１ ＊ Ａ Ａ Ａ Ａ

47 有限会社伊藤造園 山形県南陽市赤湯１８１番地の２ ＊

39 井上建築設計事務所 山形県南陽市二色根１０７番地の５ ＊

32 尾形興業有限会社 山形県南陽市宮内４６３３番地の２ ＊ Ｃ

65 株式会社沖田木材産業 山形県南陽市二色根４７２番地の４ ＊ Ｂ

51 株式会社落合堂建設 山形県南陽市中落合６３５番地 ＊ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ

12 加藤組株式会社 山形県南陽市荻３５２番地 ＊ Ａ Ａ Ａ Ａ

50 有限会社加藤電気工事所 山形県南陽市椚塚１９７８番地 ＊

54 金子建築設計事務所 山形県南陽市赤湯２２１８番地 ＊

5 株式会社狩野設備工業 山形県南陽市宮内４５５２番地の１ ＊ Ｂ Ａ

28 有限会社川井設備工業 山形県南陽市池黒字前田５９３番地の２ ＊ Ｃ Ｂ

31 神尾鉄工所 山形県南陽市赤湯１２９３番地 ＊

2 有限会社菊地工業 山形県南陽市宮内８９９番地の２ ＊ Ｂ Ｂ Ａ

29 黒澤建築設計事務所 山形県南陽市宮内９２４番地の３４ ＊

3 株式会社ケンコン 山形県米沢市徳町４５番地 ＊

19 有限会社県南エコサービス 山形県南陽市鍋田１９３４番地の７ ＊ Ｃ

36 有限会社晃大 山形県南陽市宮内４５６９番地の１２ ＊

1 株式会社光南設計 山形県南陽市宮内１１７７番地の９ ＊

44 小関設計 山形県南陽市郡山９１番地の１ ＊

58 株式会社小林建設 山形県南陽市梨郷６０５番地の１１ ＊ Ｂ

42 齋藤建設株式会社 山形県南陽市萩生田９５７番地の８ ＊ Ｂ Ｂ Ｂ

53 渋谷建設株式会社 山形県山形市東青田五丁目１番５号 ＊ Ａ Ａ Ａ Ａ

26 章和ホーム株式会社 山形県南陽市三間通５番地の２３ ＊ Ａ

17 有限会社鈴木設備工業 山形県南陽市関根２３３番地の１ ＊ Ｃ Ｂ

38 株式会社スズデン　南陽営業所 山形県南陽市赤湯字新田前３２９７番地 ＊

24 株式会社大建工業 山形県南陽市漆山６６１番地３ ＊ Ａ Ａ Ａ

25 合同会社大征 山形県南陽市宮内１２７９番地の１ ＊ Ｃ Ｃ Ｂ

59 有限会社大地測量設計事務所 山形県南陽市法師柳２９８番地の２ ＊

56 株式会社ツインベース 山形県南陽市若狭郷屋916番地の3 ＊

45 株式会社つかさ興業 山形県南陽市赤湯２６２６番地の３ ＊ Ｃ Ｃ Ｂ

41 東北電化工業株式会社　南陽営業所 山形県南陽市郡山１０６９番地の７ ＊

40 有限会社戸田屋商店 山形県南陽市郡山１０５９番地の３９ ＊ Ｂ Ａ

11 長澤工業株式会社 山形県南陽市宮崎５６１番地 ＊ Ｂ Ｂ

21 南陽市上下水道工業協同組合 山形県南陽市若狭郷屋６０５番地の１ ＊ Ｃ Ｃ Ｂ

57 南陽設計家協会設計共同企業体 山形県南陽市赤湯2218 ＊

64 株式会社南陽電設 山形県南陽市池黒１５４９番地の１ ＊

13 株式会社西川インテリア 山形県南陽市赤湯２９７２番地３ ＊ Ｂ

7 日本地下水開発株式会社 山形県山形市大字松原７７７番地 ＊ Ａ Ａ

8 日本地下水開発株式会社 山形県山形市大字松原７７７番地 ＊

37 林建設 山形県南陽市高梨１０８４番地の６ ＊ Ｂ

55 聖建築設計事務所 山形県南陽市赤湯８１７番地 ＊

20 平林造園 山形県南陽市大橋２２９６番地 ＊ Ｃ

62 廣谷建設株式会社 山形県南陽市池黒１１５８番地の３ ＊ Ｂ

63 和興建設株式会社 山形県南陽市赤湯２９９番地の２ ＊ Ｂ

27 双葉商事有限会社 山形県南陽市赤湯２５２番地の２ ＊

52 堀川土建株式会社 山形県上山市矢来四丁目１５番７号 ＊ Ａ Ａ Ａ Ａ

33 株式会社松田組 山形県南陽市三間通１２４８番地 ＊ Ａ Ａ Ａ Ａ

61 三浦建設工業株式会社 山形県南陽市宮内３１８７番地 ＊ Ａ Ａ Ａ

16 有限会社ミナモト 山形県南陽市元中山２２３１番地の１ ＊ Ｃ Ｃ

30 宮内建運株式会社 山形県南陽市宮内５９９番地の２ ＊ Ｃ

49 明光技研株式会社 山形県南陽市西落合５６６番地の１ ＊

10 有限会社門間板金加工所 山形県南陽市池黒１４４４番地 ＊

18 有限会社山口鉄工所 山形県南陽市宮内４７９番地 ＊

22 有限会社大和設備工業 山形県南陽市関根４０８番地の１ ＊ Ｃ Ｂ Ａ

14 侑和建設株式会社 山形県南陽市蒲生田７５１番地の３ ＊ Ｂ Ｂ

46 株式会社冷凍技術工業所 山形県南陽市三間通３８３番地の１ ＊

35 株式会社若松屋 山形県南陽市宮内３５１番地の１ ＊

格付け
建設
工事

測量
コンサル

受付
番号

事業所名
所在地
（登録）

1


